
ちぼう‘てつど

b 補助率本法第 8 条第 1 項および第 2 項において，政府

は毎年予算の範囲内で， 運輸を開始した新線の固定資産および

工事完了した楠1m改良悶定資産の， おのおのにつき年 6 分を限

度として術助金を交付する。本法第 8 条中には悶定資産の 6 分

に相当する金頒と規定されているが，昭和 29 ・ 5 法律第 129 号補

助金の臨H寺特例に関する法律第 20 条で，上記固定資産の 6 分に

相当する金制を限度とすると読み替えるものとされたからであ

る。なお欠抑制U)Jについても木i去は第 8 条第 3 項において，欠

損金の傾に相当する金傾を補助する旨を規定しているが，前掲

昭和 29 年法律第 129.号の同一条文で，欠損に相当する微を限度

としてと読醤えるものと改められた。

C 有!以ItJ金の交付と対固定資産設金率新線:)iIì肋， 改良干ilìß1J

について補助金交付の申請書を拠出した地方鉄道軌道が， 政令

でさだめる対営業用固定資産益金率が 10 % をこえたときは，補

助金の交付は停止される。議金の算出方法については，同法施

行規則節目条に規定されている。主在金算出のための営業技の

3事出法は，原則として突際営業政と標準営業費とを比較して，

いずれか低い金書買によることとされる。標準営業技というのは

当分のあいだ法施行の日を含む営業年度からさかのぼり 1 年

間の常態と認められる営業吹をいう。

財政的に救済するのが目的であった。

干iIì助金の計算方法は ①企業整備による巡輸の休止の日から

さかのぼっ て ， 3 年間の益金の平均額をもととして，同平均投

金から撤去設備の譲渡伏として取得した特殊決済の依権，また

は有価証券の利子相当傾を控除した残傾 ②保有設備の維持保

修に必要な金古賀 ③その他設備の保有にi鶏し必要な金綴の 3 つ

を合計した告白を基礎としておー出される。

B 地方鉄道及軌道ニ於ケノレ納付金ニ際|スノレ法律による補助

本法は昭和 20 ・ 2 法律第 19 号をもって制定公布，同年 4 ・ l か

ら施行され，大東亜戦争に際し(終戦後， 今次の戦争に際し， と

改正)，地方鉄道軌道が巡質変更(増額)の命をうけまたは認可

をうけた場合，地方鉄道軌道がこれによって利益をうけたとき ，

その利投の全部または一部を政府に納付させ，これを帝国鉄道

特別会計の資本勘定所属の特別資金中に編入， 同令資金を財源

として，その一部を問戦争中の地方鉄道 ・ 軌道の輸送力の増強

をはかる等のための必嬰な経政として，地方鉄道 ・軌道に対し

て補助金を交付したのである。なお本法にもとづく補助金は，

地方鉄道補助法・機太地方鉄道補助法による補助金との競合を

さまたけzなし、こととさオl:t.:. o

第 l 表 地方鉄道補助法による補助金

d 欠捌布IìWJの場合における欠損の算出 旧補助制度によるもの 新補助制度によるもの

方 前示 c の益金3事出と同様のブ'5ì去による。

e 陸l定資産(新線， 改良)の 6 分を限度

と して交付される補助金の意味 補助金の

臨時特例に際lする法律において，固定資産

の 6 分に相当する額を限度とするというこ

Iとは， 固定資産の 6 分相当叙に議金(前掲

c 参j照)を加算した額が，固定資産の l 割

に相当する仰をこえるか否かによって，補

助金の交付，不交付を決定する措i置である。

f 有|ゆ1

線干布補i市自似E助力，改良補助，欠損補助を受けた者は，

その営業用固定資産の価額に対し，政令で

定める割合 (1 制 5 分)を乗じてえられる金

額をこえる義金を生じたときは，その超過

領の 2 分の1)こ相当する金傾を， 当該Ìlii'金

を生じた蛍業年度からさかのl王り ， 10 年以

内に交付を受けた補助金の総領に達するま

で，医l同Zに納付する義務がある。

μ) 1即時干ilì助 第 2 次世界大戦中行われ

た補助制度をいい， 地方鉄道軌道および索

道整備干iIì助規則と，地方鉄道及軌道ニ於ケ

ノレ納付金等ニ|羽スノレ法律による補助の 2 つ

がある。

A 地方鉄道軌道及索道盤fiiii:)ilì助規則

この規目1Iは企業整備資金措置法(昭和 18 ・ 6

法律第 9 号)第 2 条を基本として， 111:1和 18 ・

9 鉄道省令第 31 号をもって制定公布された

ものである。企業整備の対象となった地方

鉄道等の，;lli輸休止中の損失の補償に相当

する補助で‘あって，整備の結果撤去された

物件は産業設備営団が買上げ，その譲渡代

価として取得した特殊決済の依1私または

有価証券を保有すること によ っ て，被整備

地方鉄道等は存続したのであるが， この規

則はこのような状況にある地方鉄道等を，
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合計

鉄道数ZE 末I 布Iì助金 対補建助設割資合
km I'J 

3 73.9 23,636 .038 

10 310.4 153.936 .028 

28 619.0 410,059 ー 036
501 1.055.5 822,567 034 

591 1,180.4 947,051 .030 

711 1,338.8 731 ,175 .020 

731 1.300.1 652,469 017 

801 1,418.2 743.523 017 

781 1,386.6 620,514 .013 

7~ 1,410.0 914,066 .018 

811 1.498.6 1.564,427 027 

851 1,505.2 2.218.875 032 

861 1,531.8 2,988,770 036 

921 1.636.4 4.152.609 039 

891 1,523.7 4.962,883 043 

831 1,448.3 5,295.405 046 

891 1,580.8 6.298.172 046 

971 1,638.3 6,968,545 045 

102 1,771.2 7,499,934 047 

103 1,766.6 7,498,118 .048 

112 1,796.2 7,203,344 048 

113 1,640.5 6.991,443 046 

107 1,687.0 7.052,618 .044 

104 1,696.8 7,367,128 043 

103 1,680.2 6,854,027 043 

901 1,329.1 4,637,626 037 

56 849.9 3,005,454 033 

38 662.8 2.006,066 022 

28 504.8 1,260,534 018 

14 215.1 685,088 032 

8 103.6 492,063 038 

3 40.7 295 ,480 040 

103,317,605 

鉄道数営年業度キ末ロI 補助金 I対補建助設割費合
補助金合計

km 円 23 ，63
円

E 

153,936 

410,059 

822,567 

947,051 

731 ,175 

652 ,469 

743,52 

620,514 

914.066 

1,564 ,427 

2,218,
8767700 

5 

9 

2,988, 
4.152, 

4,962,883 

5,295,405 

6,298,17 

6.968,54ó 

7,499,934 

7,498.l 1E 

7,203,344 

6,991 ,44 

77，，O35627.，6112
副

8 

6,854,027 

691 1,855.3 2,009,093 020 6,646,71S 

811 2,235.1 3,864,851 .021 6,870,305 

951 2,371.0 3.890,404 019 5,896,47 

102 2,202.7 3,358,553 .017 4,619,08 

921 2,007.2 3,582,037 .022 4,267,125 

861 1,974.7 4,129,336 .025 4,621,36795 
E 671 1,616.4 3,194,190 .026 3,489, 

521 1,288.0 2,432,048 .028 2.432,048 
38 957.1 1,445,690 .025 1,445,69C 
2 74.2 66,024 .032 66,024 

27,972,226 131,289,831 




